
第５回　幹事会　議事録

１．日　時　２０２３年８月２３日（水）午前１２時００分～午後１時００分
１．場　所　大阪弁護士会館１２０５会議室＋Zoomミーティング
１．出席幹事　
幹事総数　　　　　　　　　８５名
出席幹事の数　　　　　　　リアル８名＋zoom２１名
委任状による出席幹事の数　３３名
合計　　　　　　　　　　　６２名（重複あり）

　上記のとおり定足数に足る幹事の出席があったので，本幹事会は適法に成立し，幹事長岩本朗は本幹事会の議長として副幹事長枝川直美を指名した。議長は，開会を宣し，直ちに議案の審議に入った。

【議事の内容】

１　　レターケース前棚置き書類削減についての意見交換

幹事長：
会員の生の声が聴きたいということで、各派でも意見交換をしてほしいと言われている。棚置きの資料が毎回かなりの量余っている。紙の削減、今年の執行部は環境関連に熱心に取り組んでいる。
Ａ案：全廃
Ｂ案：〇月〇日までに〇〇部にすると段階的に削減していって、最終的に０にする。
Ｃ案：具体的な期限は定めない。状況を見て徐々に減らす。

Ａ会員：専用サイトのお知らせを見ていて、それで不都合を感じていない。Ａ案で良いのではないかと思う。
Ｂ会員：Ｂ案でやっていったら、いつかは全廃できるのではと思う。

挙手でアンケートを取ったところ、以下の結果になった。
Ａ案：１１名、Ｂ案：８名、Ｃ案：０名

幹事長：廃止の方向性には異論がなく、Ａ案が一番多かったが、Ｂ案も同じくらい多かったことを報告する。

２　　定時総会（９月２８日１８時）の議題について【決議】
（１）２０２２年度決算承認
（２）幹事選任（７５期・榧野　寛俊（かやの　ひろとし）会員）
（３）慶弔規則改正
幹事長：
現行の規則と実務で齟齬があったりしたため、改正したいと考えた。改正経緯、目的は資料１のとおり。

Ｃ会員：合理的な改正だと思います。

定時総会の議題について承認することについて，別段の異議なく賛成多数で可決された。

幹事長：決算書は間に合っておらず申し訳ない。次回の幹事会で説明します。

３　　選考委員会報告
選考委員長：
　第２回選考委員会兼２０２４年度大阪弁護士会副会長推薦候補者から意見をお聞きする会（２０２３年（令和５年）７月２６日）において，立候補のあった副会長推薦候補者松井淑子会員のお話をお聞きした上で，選考委員会として選考委員会規則第１１条１項により，投票で推薦を決することとした。
　同年８月１日（火）から同年８月１０日（木）までを推薦の可否に関する書面投票期間とし，８月１６日午前１０時３０分から，太平洋法律事務所において，選考委員会委員長岩本朗，同副委員長由良尚文及び春秋会嘱託弁護士下枝歩美の立ち会いのもと，開票しました。
　結果はこの後の選考委員会で発表した後、春秋会に対しても報告する。

４　　会費減額PT報告　　
　　　足立副幹事長：９月５日の１２時からＰＴが開催予定である。

５　　各種委員会からの活動報告／政策，広報，研修，親睦，若手会 
（１）政策委員会（委員長：松井淑子）資料２
　　　企画その１　「AIと憲法」。１月２３日開催に向けて準備中。
　　　企画その２　１０月３０日（月）に開催。内容が決まった。弁護士と税理士との違い、弁護士自治の話をできればと思う。税務調査の細かい話はわかりづらいと思うので、広く浅く説明できればと思う。

（２）広報委員会（委員長：松尾洋輔）資料３
連載記事が一つ終わったので、新たな連載記事を募集中。
秋号を準備中。東北復興状況の視察等、力をいれている。

（３）研修委員会（委員長：今井力）資料４
靴磨き研修は好評だった。
今後の予定としては、刑事弁護研修。１０月１１日開催。講師は小橋るり先生、藤原航先生。リアルのみ。リアルでしか聞けない話が…。
プリズン・サークルの上映企画。２月１０日の人権フェスタの際に上映できないかと考えている。

（４）親睦委員会（委員長：西田敦）資料５
８月２日に暑気払いを行った。６０名近く集まり、ジェスチャーゲーム等のゲームも好評だった。
宝塚観劇イベントが１０月２１日。一次募集はすぐに埋まった。追加募集をして、枠が開いているのでぜひ応募いただければと思う。
ワインの夕べは１１月に開催する。定員５５名のところ３６名ほど申込みがある。事務局も参加できる。ソムリエの話を聞いたり、景品のワインもある。

（５）若手会（世話役代表：安原邦博）資料６
　破産研修２回目は８月２４日に決定。
　屋形船は１０月２０日に決定。
　その他、鋭意計画中。

６　大弁会務報告（副会長：高江俊名）資料７
（１）行事
７月２２日、映画「最も危険な年」上映会と対談に参加した。非常に興味深く拝見した。対談も面白くて、２時間くらいだったが、もっと続きを聞きたいぐらいだった。
８月５日、街角無料相談に立ち会った。当日８０人ほどの申し込みがあったが、事前予約はないので、半分ほどは通りがかりの飛び込みの相談。これをやることによって弁護士会の法律相談の周知に繋がっているのかは不明だが、少なくともあそこに法律相談センターを出せばニーズがあるということはわかった。費用対効果が今後議論になるだろう。
（２）今後の行事
９月１７日に大運動会が開催される。例年は１０月であったが、他の行事との関係で９月になった。
（３）ＦＡＴＦの提出について
春秋会の提出状況が良くない。今後、電話かけに力をいれようと思う。
（４）谷間世代への一律給付の件
常儀委員会で会長から報告があったが、谷間世代について、個別に給付するのではなく、修習期間に支給されるべきであった額を日弁連に託して、日弁連が給付基準をつくり、給付していくことになった。一定の解決をみた。
弁護士会に登録した人は支給されるのであろうが、登録していない人、裁判官・検事になった人には給付されないのであろう。

由良副幹事長：
間接的支援の方針に大きく変更された。今年度中に実現したいという話であった。大きな方針変更である。７月２０日の行儀委員会レポートでも報告したが、あまり反応がなかった。検討していただいて、意見をいただければと思う。

　
７　各種行事の案内
　　９月１７日　大運動会＠万博記念公園
　　リレーメンバーあと３名募集中です。会派対抗の綱引き等もありますので、参加お待ちしております。

　　９月２０日１２時～　幹事会
　　
　　
　　　　以　　上

